
広
島
県
立
総
合
体
育
館
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
六
十
号

広
島
県
立
総
合
体
育
館
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
立
総
合
体
育
館
管
理
運
営
規
則
（
平
成
三
十
年
広
島
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
七
条 

条
例
第
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
利

用
料
金
の
額
を
返
還
す
る
。 

一

利
用
許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合 

当
該
利
用
料
金
の
全
額 

二 

利
用
日
の
六
月
前
ま
で
に
利
用
の
取
消
し
を
申

し
出
た
場
合 

当
該
利
用
料
金
の
全
額 

三

利
用
日
の
三
月
前
ま
で
に
利
用
の
取
消
し
を
申

し
出
た
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

）

当
該
利
用
料
金
の
半
額 

２

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
利
用
料
金

の
返
還
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、

そ
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
様
式
に
よ

る
利
用
料
金
返
還
申
請
書
に
第
四
条
第
一
項
の
利
用

許
可
書
を
添
え
て
、
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
七
条 

条
例
第
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
管
理
者
は
、
利
用
許
可
を
受
け
た
者
が
そ

の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
利
用
料
金

の
全
額
を
返
還
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

利
用
料
金
返
還
申
請
書
に
第
四
条
第
一
項
の
利
用
許

可
書
を
添
え
て
、
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


